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２ 場 所 教育委員会議室

３ 日 程

（１）開 会

（２）報告事項

（３）議 案

＜非＞第５号議案 東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会運営支援

静岡県実施本部設置規程の制定 … 非

＜非＞第６号議案 令和３年６月県議会定例会に提出する議案 … 非

（４）閉 会



、



第５回定例会 報告事項
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報告１
監査結果に関する措置状況報告 １

配 付

報告２
令和２年度公務災害及び通勤災害の現況 ５

配 付

報告３
＜非＞令和３年６月県議会定例会に提出する報告案件 非
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配付報告１ 令和３年６月 16 日

（件名）

監査結果に関する措置状況報告

１ 概 要

令和２年度第４回監査結果は以下のとおりで、指摘等事項についての改善措置

状況を監査委員に報告した。

２ 監査結果の区分

(1) 指 摘

次に掲げる事項に該当し、その程度が著しいもの及びその他指摘すべき重大

な事例

ア 法令・条例・規則に違反している事項

イ 収入確保に適切な措置を要する事項

ウ 予算を目的外に支出している事項

エ 著しく不経済な支出又は著しい損害を生じている事項

オ 既に注意したもので是正又は改善されていない事項

(2) 注 意

指摘に掲げる事項に該当し、その程度が軽微なもの、既に指導したもので
是正されていない事項及びその他特に注意すべき事項

(3) 意 見

組織及び運営の合理化や事務・事業の適正化など多様な観点から必要があ

ると認める事項

（財務課）

項 目 監査結果 対象期間 監 査 方 法 対 象 結果内容

第４回 R３.３.３

R２.11.11

～

R３.１.26

定期監査 29所属 注意2件

随時監査 ３所属 指摘等なし

臨時監査 １所属 指摘等なし
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３ 指摘等一覧

(1) 令和２年度第４回 監査結果

ア 定期監査

＜注意＞

対 象 機 関 件 名 詳細

浜松南高等学校
業務委託の不適切な契約変更事務及び執行確

認
P.3

湖西高等学校 授業料の口座振替における徴収誤り P.4
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（別紙１：「指摘又は注意」用）

監 査 対 象 機 関 監 査 結 果 報 告 年 月 日

浜松南高等学校 令和３年３月３日

【監査の結果】

１ 監査結果の区分 注 意

２ 件 名 業務委託の不適切な契約変更事務及び執行確認

３ 内 容 浜松南高等学校は、同校及び新居高等学校等11校の消防用設備等の保守点

検業務委託に係る契約事務を一括で行っている。新居高等学校の消火器点検

に関し、実態と異なる仕様書により契約し、その修正に関わる契約変更事務

が遅延していた。また、誤った数量が記載された報告書をそのまま受理し委

託料を支払っていた。

【措置の内容】

１ 学校としての課題確認

本件は、消防用設備等保守点検業務委託の一括契約において、新居高等学校が消火器の種別を

変更したことについて、本来、変更事項が生じた時点で契約を変更すべきところ、変更のあった

学校、点検業者、契約担当校間で情報共有が不足していたことから、変更契約手続きが遅延した

ものです。

また、消火器の総数に変更がなく、委託料に影響がなかったことから、提出された報告書につ

いて、そのまま受理していました。

予備監査の指導を受け、事務室内で問題点及び再発防止策を確認しました。

〈問題点〉

(1) 情報共有が不足していました。

(2) 適正な時期に手続きを実施していませんでした。

２ 学校における再発防止対策

業務委託変更手続きについて、次の点に留意し手順等を確認しました。

(1) 情報はすみやかに共有することを確認しました。

(2) 遅延に注意し、適正な時期に手続きを実施することを確認しました。

(3) 変更契約を実施した報告書については、特に注意して履行確認を実施することとしました。

【同様事案発生の有無】

有 ・ 無
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（別紙１：「指摘又は注意」用）

監 査 対 象 機 関 監 査 結 果 報 告 年 月 日

湖西高等学校 令和３年３月３日

【監査の結果】

１ 監査結果の区分 注意

２ 件 名 授業料の口座振替における徴収誤り

３ 内 容 令和２年度第１期の授業料の口座振替において、誤って49件、1,940,400

円の過徴収が発生した。

【措置の内容】

１ 湖西高等学校としての課題確認

本件は、授業料口座振替における収入事務と財務会計システムとの操作理解不足が原因です。

本来は、財務会計システムで誤って作成され打ち出された調定票は、取り消しを行うべきでし

たが、行われていませんでした。

過徴収は令和２年７月31日に授業料口座振替対象者保護者からの連絡で発覚しました。会計課

の指導を受けながら還付手続きを行い、保護者には説明と謝罪の上、令和２年８月13日に全ての

還付を完了しました。

課題は、会計事務経験が浅い担当者への収入事務処理及び財務会計システム操作の十分な理解

と、事務職員間での情報共有や複数チェックの体制を整えることです。

２ 湖西高等学校における再発防止対策

(1)収入事務処理の基本的な流れの確認を事務職員全員で行いました。

①授業料のように納期の決まっている収入と、随時の収入との違いを再確認しました。

②調定票の起案と決裁と確定の順序を再確認しました。

(2)授業料口座振替への処理の確認を事務職員全員で行っています。

①財務会計システムとの操作方法をマニュアルで再確認しました。

②調定内訳情報（債務者情報）のチェックをしています。

③調定票の起案、決裁、確定の再確認をしています。

④口座振替契約者一括登録のチェックをしています。

⑤口座振替請求内訳情報（口座振替情報反映状況）のチェックをしています。

(3)財務会計システムの歳入帳票照会画面で、調定票の起案と決裁状況を事務長が定期的に確認

しています。

(4)事務処理時期が近づいた際の口頭確認を事務職員全員で行っています。

【同様事案発生の有無】

有 ・ 無
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配付報告２ 令和３年６月16日

(件 名） 令和２年度 公務災害及び通勤災害の現況

（教育厚生課）

１ 公務災害の発生状況 ※ 政令市を除く

(1) 申請受理件数の推移 (単位:件数)

(2) 発生原因別件数 (単位:件数)

２ 通勤災害の発生状況 ※ 政令市を除く

(単位:件数)

３ 対 応

職場の安全衛生管理者研修等の機会を通じ、災害の発生状況に関する情報を各所属と共有することで、

災害発生の未然防止に努める。

年 度 小 中 高 特支 事務局 計 備 考

28 44 36 53 23 １ 157 内 公務外認定２件

29 43 33 46 34 １ 157 内 公務外認定３件

30 68 21 54 22 ３ 168 内 公務外認定２件

Ｒ元 55 26 47 36 １ 165 内 公務外認定３件

Ｒ２ 43 45 49 39 ３ 179 内 公務外認定２件

区 分 件 区 分 件

① ＨＲ・清掃等授業以外

の職務従事中
38 ⑧ 学校行事従事中 ６

② 体育以外の授業中 31 ⑨ 校内体育大会中 ３

③ 環境整備等校内作業中 22 ⑩ 校外活動指導中 ３

④ 部活動指導中 21
⑪ その他（教職員体育

大会中）
３

⑤ 体育授業中 18 ⑫ 児童・生徒の暴行 ２

⑥ 校内移動中 17 ⑬ 出張中 １

⑦ 授業準備中等 14 合 計 179

年 度 小 中 高 特支 事務局 合計

28 １ １ ４ ３ ０ ９

29 １ １ ２ ２ ０ ６

30 ０ ０ ８ ２ １ 11

Ｒ元 １ １ ３ ０ ０ ５

Ｒ２ ２ ４ ８ ４ ０ 18
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